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もったいない！ 未来のために
母の視点で よ り も で見直し
 次世代に借金、リスクを残さない
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　だいじょうぶ、一緒にやろう・・・二人の笑顔のお地蔵様が、日めくりカレンダーの中から呼び

かけてくださいます。途方に暮れる私に、思わぬ元気が湧いてきました。そう、一人じゃない…

いつもいつも励ましてくださる方がそばにいて、いつも見ています…と笑っておいでだ。そして、

君は輝いているね…と続いて、…ありがとう、頑張ります。…と。

　これは、昨年末の選挙の際、湖北の友人が「がんばれ！」と、応援してくれたZenkyu-no-sekai

カレンダーの一節。ページを繰ると…どこまでもついていく…勇気を出して、はじめの一歩…負け

てたまるか…きっとうまくいく…認め合うことから始まる…みんな元気で幸せに…どの節をみても

ほっとすることば、ほっと和むおじぞうさまの絵、今年はなんだかいい年になりそうです。

　突然の嘉田の乱により、大揺れの滋賀県政でしたが、自公政権の責任を感じながら、かたよらない、とらわれない、こだわ

らない、まぁるい心で謙虚に皆様の声を聴きながら一歩一歩、歩を進めていきたいと思います。どうぞ、本年が皆様にとりま

して、幸せな一年となりますようご祈念申し上げ、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　この特別加算について、24年4月の児童福祉法の改正により18歳以上の

重症心身障害者の福祉サービスの実施主体が市町に移行されたことを受け、

県は、通所支援や相談事業の充実等も含めた「重症心身障害児者等に対する

新たな支援策」を市町とともに実施することを提案されておりますが、まだ

合意がなされていないと聞いております。

　重度障害者の地域生活の実現に向けた新たな支援策が一日も早く合意さ

れ、早期に実施されることを期待するものですが、特に入所者に対する特別

加算費については県が継続すべきとの意見が一部あり、これに対する見解を

伺います。

　  県が提案した重症心身障害者の支援のための新しい枠組みについては、
昨年度から議論してまいりましたが、市長会の意見を尊重し、平成24年度か
らの実施を見送りました。本年度においては、市長会主催により、県・市町の
協議の場が設置され、多くの市町からは昨年度の県提案に賛同する意見が
出された一方、一部の市からは相反する意見も出されております。
　一部の市の意見は、特別加算は県が単独の事業として行ってきたものであ
り、法律が変わっても、県が継続して実施すべきということと承知をしており
ます。
　そのような中で、現在県の方針としては、３つの方針をお示ししておりま
す。１点目は、重症心身障害者の入所サービスの水準を下げないこと。２点目
は、これまで不十分であった、通所事業所を利用する重症心身障害者の支援
の充実を図ること。３点目は、重い障害のある人は、市町単独では少数で、特
別な支援が必要であることから、広域的な対応が必要であることの３点でご
ざいます。この３点から、県、市町の共同により、入所・通所支援の実施を行う
包括補助、メニュー方式の事業として制度を再構築してご提案しているもの
でございます。これらの提案は、新生児医療の進歩などにより、今後、重症心
身障害者が増加する中、入所支援策から地域生活支援策へパラダイム転換
の第一歩となるものと考えております。重度の障害があっても地域生活を続
けられる地域基盤を充実していくことが大切でありまして、家族や支援の現
場からの大きな期待に応えるためにも、御理解をいただきたいと考えており
ます。

　今日の障害者福祉施策の大きな流れは、まぎれもなく入所施設支援から、

地域生活支援へという方向であり、今回の児童福祉法改正主旨は、身近な地

域で支援が受けられるよう量的な拡大と、引き続き障害特性に応じた、専門

的な支援が提供されるよう、質の確保を図るなどの基本に沿っての、障害児

支援の強化であります。

　障害者自立支援法の目指すノーマライゼーションの理念に基づき、障害の

ある人が普通に暮らせる地域づくり、どんなに重い障害のある人であっても

地域での暮らしを選択できる基盤作り、より身近な地域で安心して暮らせる

共生社会を目指す必要があります。

　当然のこととして、びわこ学園入所待機者においては、医療的ケアを地域

で賄える体制が一日も早くとられなければなりません。

　この点での県内地域間格差に対して、支援施設のない地域の自治体から

は、今回の県の対応策提示に強い不満があるものと考えます。何よりも、医

療的ケアの確実な提供を確保しないことには、在宅支援は言葉だけの理想論

にすぎません。どこがどうしていけば、障害者が地域で安心して暮らしてい

けるようになるのか、県の果たすべき責務を伺います。

　  重症心身障害者の通所支援については、事業を実施する法人の専門性、
対象者の状況や人数、びわこ学園による事業所のバックアップなど、各福祉
圏域の様々な実情に応じて取り組んでまいりました。　県では、各事業所に
対し、入浴に係る経費や医療ケアを提供するための看護師の配置に係る経費
を市町とともに補助することなどで支援をしてまいりました。今年度県の提
案は、こうした支援策を、１対１介護の実現や看護師配置のさらなる充実によ
り拡充させ、びわこ学園と同等の医療ケアの水準を実施していくためであり
ます。県としての果たすべき責務と考えております。
　また、障害者が安心して暮らしていくための広域的・専門的な県の責務は、
今日、重症心身障害児者だけでなく、コミュニケーションや人間関係に困難が
ある発達障害や高次脳機能障害、あるいは背景に発達障害や精神障害が多
いと思われるひきこもり、障害が重複している人への支援など幅広く社会的
にも期待されている役割でございます。
　このため、県や民間が持つ様々な専門性を結集して、ワンストップで相談を
受けてノウハウを地域に提供していく拠点をつくることを、来年度に向けて
検討していく必要があると考えております。
　県としては、糸賀一雄先生の「自覚者は責任者」という言葉を道しるべに、
当事者や福祉現場の視点に立ち、先人の実践に
より培われた滋賀の伝統と先進性を生かしなが
ら、障害者福祉が一層進むよう責任を果たして
まいりたいと考えております。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　          …次号へ続く

…びわこ学園特別加算について…平成２４年11月定例会代表質問より(抜粋)
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今日 よ り も 明日
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